
札幌圏都市計画 区域区分の変更（第６回見直し） 

 

1 市街化区域に編入する区域等 

市街化区域と市街化調整区域との区分を次のように変更する。 

（１）市街化区域に編入する土地の区域 

  ① 手稲山口地区    札幌市手稲区手稲山口の一部 

 ② 手稲曙西地区    札幌市手稲区曙 11条 2丁目及び 12条 2丁目の各一部、 

明日風 5 丁目及び６丁目 

  ③ 西岡公園西地区   札幌市豊平区西岡５条１５丁目 

  ④ ハイテクヒル真栄地区 札幌市清田区真栄の一部 

 

（２）地形地物の変更に伴う区域界の変更を伴う土地の区域 

  ① 新川第８横通地区  札幌市北区新川の一部 

 

２ 変更理由 

   都市計画法６条に基づく都市計画基礎調査により、都市の現況、市街化の動向及

び人口、産業の発展動向の検討を行ったところ、本区域については区域区分に関す

る都市計画の見直しを行う必要があると判断したことから区域区分を変更するも

のである。 

 

３ 今回見直しまでの経緯 

  当初決定    昭和 45 年 7 月 

  第１回見直し  昭和 53 年 6 月 

  第 2 回見直し  昭和 60 年 3 月 

  第 3 回見直し  平成 ３年 3 月 

  第 4 回見直し  平成 10 年 3 月 

  第 5 回見直し  平成 16 年４月 
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４ 変更の内容 

（１） 人口 

 

（２） 面積 

① 変更計画 

行 政 区 域 都市計画区域
変更前市街化

区 域
今回追加区域 今回除外区域 

112,112 56,795 24,930 87 0

 

差し引き増減
変更後市街化

区 域

保 留 さ れ た

区 域

87 25,017 ― 

 

② 新旧対照 

   現 在 （ h a ） 変 更 後 （ h a ） 備  考  (ha) 

市街化区域 24,930 25,017 増 87 

市街化調整区域 31,865 31,778 減 87 

都市計画区域の面積 56,795 56,795 ― 

 

 

 

前回計画（単位：千人） 今回計画（単位：千人）  

都 市 計 画

区 域 

市 街 化

区  域
保留人口

都市計画

区 域

市 街 化 

区  域 
保留人口

基準年 
1,822.3 

（Ｈ12） 

1,797.0

（Ｈ12） ― 
1,880.9 

 （Ｈ17）

1,855.5 

（Ｈ17） ― 

目標年 
1,944.0 

（Ｈ22） 

1,921.7

（Ｈ22）

0  1,900.0

（Ｈ32）

1,877.5 

（Ｈ32） 

0
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５ 箇所別調書 

（１） 市街化区域編入箇所調書（実線） 

図 面 番 号 地    区    名 面積（ha） 土地利用 

札―１ 手稲山口地区 11.5 住居系 

札―２ 手稲曙西地区 28.5 住居系 

札―３ 西岡公園西地区 4.6 住居系 

札―４ ハイテクヒル真栄地区 42.5 業務系 

計４地区 87.1    

 

（２）地形地物による変更箇所調書 

図 面 番 号   地     区     名 面積（ha） 

札―５ 新川第８横通地区 0.0 
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